
令和
れいわ

２年
ねん

  月
がつ

 日
にち

 

保護者
ほ ご し ゃ

の皆様
みなさま

へ 

横浜市
よこはまし

こども青少年局
せいしょうねんきょく

保育
ほいく

・教育
きょういく

運営
うんえい

課長
かちょう

 

緊急
きんきゅう

事態
じたい

宣言
せんげん

の解除後
かいじょご

の保育所
ほいくしょ

等
とう

の利用
りよう

について 

日頃
ひごろ

から、保育
ほいく

・教育
きょういく

施設
しせつ

の運営
うんえい

に御協力
ごきょうりょく

いただき、ありがとうございます。 

現在
げんざい

の緊
きん

急事態
きゅうじたい

宣言下
せんげんか

での保育所
ほいくしょ

等
とう

の利用
りよう

については、「新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の拡
かく

大防止
だいぼうし

のための保育所
ほいくしょ

等
とう

の一層
いっそう

の登
とう

園
えん

自粛
じしゅく

要請
ようせい

について」により、皆様
みなさま

にも御協力
ごきょうりょく

をいただいていま

す。 

神奈川県
かながわけん

においては、早
はや

ければ５月
がつ

25日
にち

をもって、指定
してい

が解
かい

除
じょ

される可能性
かのうせい

があるため、今後
こんご

の

保育所
ほいくしょ

等
とう

の利用
りよう

についての考
かんが

え方
かた

をお示
しめ

しします。 

国
くに

からは、宣言
せんげん

が解
かい

除
じょ

された地域
ちいき

においても、基本的
きほんてき

な感染
かんせん

防止
ぼうし

策
さく

の徹底
てってい

等
とう

を継続
けいぞく

する必要
ひつよう

があ

るとされており、保育所
ほいくしょ

等
とう

では特
とく

に業務
ぎょうむ

の性質上
せいしつじょう

、いわゆる「３密
みつ

」（「密閉
みっぺい

」「密集
みっしゅう

」「

密接
みっせつ

」）をなくすことが困難
こんなん

であることから、神奈川県
かながわけん

の緊
きん

急事態
きゅうじたい

宣言
せんげん

が解
かい

除
じょ

された場合
ばあい

も、

本市
ほんし

においては令和
れいわ

２年
ねん

６月
がつ

30日
にち

までの間
あいだ

、引
ひ

き続
つづ

き保育所
ほいくしょ

等
とう

の登
とう

園
えん

自粛
じしゅく

を要請
ようせい

することとしま

す。 

指定
してい

が解
かい

除
じょ

された場合
ばあい

には、保育所
ほいくしょ

等
とう

の利用
りよう

にあたっての保護者
ほ ご し ゃ

の具体的
ぐたいてき

な 職業
しょくぎょう

要件
ようけん

等
とう

について

はお示
しめ

しをしないことが考
かんが

えられますが、感染
かんせん

拡大
かくだい

を防止
ぼうし

する観点
かんてん

から、仕事
しごと

を休
やす

むことが可能
かのう

な場合
ばあい

など、御家庭
ご か て い

で保育
ほいく

ができる環境
かんきょう

にある場合
ばあい

においては、引
ひ

き続
つづ

き登
とう

園
えん

の自粛
じしゅく

や、勤務
きんむ

の

調整
ちょうせい

などによる短時間
たんじかん

での利用
りよう

、週
しゅう

に１日
にち

、２日
ふつか

でも利用
りよう

しない日
ひ

を設
もう

けるなど、必要
ひつよう

最小限
さいしょうげん

での利用
りよう

をお願
ねが

いいたします。 

なお、登
とう

園
えん

を自粛
じしゅく

していただいた場合
ばあい

の利用料
りようりょう

（保育料
ほいくりょう

）及
およ

び給
きゅう

食費
しょくひ

についての取扱
とりあつか

いは、

これまでと同様
どうよう

となりますので、下記
か き

をご参照
さんしょう

ください。 

新型
しんがた

コロナウイルスの感染
かんせん

拡大
かくだい

の防止
ぼうし

及
およ

び、適切
てきせつ

な保育
ほいく

の実施
じっし

のために、皆様
みなさま

お一人
ひとり

おひとりの

御協力
ごきょうりょく

をお願
ねが

いいたします。 



１ ６月分
がつぶん

の利用料
りようりょう

（保育料
ほいくりょう

）について 

【 ０～２歳児
さいじ

クラスのお子
こ

様
さま

を持
も

つ横浜市
よこはまし

にお住
す

まいの保護者
ほ ご し ゃ

の方
かた

※ 】

登
とう

園
えん

自粛
じしゅく

を要請
ようせい

する期間中
きかんちゅう

の園児
えんじ

の利用料
りようりょう

（保育料
ほいくりょう

）については、登園
とうえん

した日数
にっすう

に応
おう

じて、

利用料
りようりょう

をお支払
しはら

いいただくこととします。 

(1) 認可
にんか

保育所
ほいくじょ

の利用者
りようしゃ

の方
かた

 

６月分
がつぶん

の利用料
りようりょう

（保育料
ほいくりょう

）に関
かん

しては、５月分
がつぶん

と同様
どうよう

に、登
とう

園
えん

日数
にっすう

に関
かか

わらず 徴収
ちょうしゅう

(

口座
こうざ

振替
ふりかえ

等
とう

)を延期
えんき

します。後日
ごじつ

、登
とう

園
えん

日数
にっすう

に基
もと

づき変更後
へんこうご

の利用料
りようりょう

(保育料
ほいくりょう

)を算定
さんてい

し、12

月分
がつぶん

と合
あ

わせて12月
がつ

末
まつ

に 徴収
ちょうしゅう

することとします。 

(2) 認定
にんてい

こども園
えん

（保育
ほ い く

利用
り よ う

）、小規模
しょうきぼ

保育
ほ い く

事業
じぎょう

、家庭的
かていてき

保育
ほ い く

事業
じぎょう

、事業
じぎょう

所内
しょない

保育
ほ い く

事業
じぎょう

（地域枠
ちいきわく

）の利用者
りようしゃ

の方
かた

 

６月分
がつぶん

の利用料
りようりょう

（保育料
ほいくりょう

）に関
かん

しては、施設
しせつ

に返金
へんきん

対応
たいおう

もしくは 徴収
ちょうしゅう

延期
えんき

をお願
ねが

いして

おりますが、利用料
りようりょう

（保育料
ほいくりょう

）の 徴収
ちょうしゅう

時期
じ き

や方法
ほうほう

については施設
しせつ

により取扱
とりあつか

いが異
こと

なりま

すので、詳細
しょうさい

は各施設
かくしせつ

に御確認
ごかくにん

ください。 

※１ 利用料
りようりょう

（保育料
ほいくりょう

）の日割
ひ わ

りについては、市町村
しちょうそん

により取扱
とりあつか

いが異
こと

なります。横浜市外
よこはましがい

にお住
す

まいの方
かた

は、お

住
す

まいの市町村
しちょうそん

にお問
と

い合
あ

わせください。 

※２ 横浜
よこはま

保育室
ほいくしつ

・年度
ねんど

限定
げんてい

保育
ほいく

事業
じぎょう

を利用
りよう

されている方
かた

の日割
ひ わ

り対応
たいおう

については、別途
べっと

お知
し

らせします。 

２ 給
きゅう

食費
しょくひ

について 

３～５歳児
さいじ

で、 給食
きゅうしょく

を提
てい

供
きょう

しない場合
ばあい

の給
きゅう

食費
しょくひ

の取扱
とりあつか

いについては、各園
かくえん

で異
こと

なります

ので、利用
りよう

している園
えん

に御確認
ごかくにん

ください。 

（０～２歳児
さいじ

については、利用料
りようりょう

（保育料
ほいくりょう

）に含
ふく

まれますので、上記
じょうき

１をご覧
らん

ください） 

３ 保育
ほいく

意向
いこう

の確認
かくにん

について 

  各園
かくえん

において、宣言
せんげん

解除後
かいじょご

にお子
こ

様
さま

をお預
あず

かりするための準備
じゅんび

を整
ととの

えるため、現時点
げんじてん

での

保育
ほいく

意向
いこう

の確認
かくにん

への御協力
ごきょうりょく

をお願
ねが

いします。 

登
とう

園
えん

の自粛
じしゅく

に当
あ

たり、保護者
ほ ご し ゃ

の皆様
みなさま

には勤務先
きんむさき

との調 整
ちょうせい

などを行
おこな

っていただくこととなりますが、

本市
ほんし

からも事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の皆様
みなさま

に登
とう

園
えん

自粛
じしゅく

への協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いする文書
ぶんしょ

を作成
さくせい

し、市
し

ホームページに掲載
けいさい

しましたので、ご活用
かつよう

いただければと思
おも

います。（「横浜市
よこはまし

 保育所
ほいくしょ

等
とう

の登
とう

園
えん

自粛
じしゅく

 事業所向
じぎょうしょむ

け」で

検索
けんさく

できます。） 



４ 保育
ほいく

等
とう

の認定
にんてい

について 

  新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の影響
えいきょう

を踏
ふ

まえ、以下
い か

のとおり特例的
とくれいてき

な取扱
とりあつか

いをしています。 

(1) 復職
ふくしょく

期限
きげん

の特例
とくれい

等
とう

について 

対象
たいしょう

 特例的
とくれいてき

な取扱
とりあつか

い 備考
びこう

 

育児
いくじ

休 業中
きゅうぎょうちゅう

の方
かた

 

８月
がつ

31日
にち

までに育児
いくじ

休業
きゅうぎょう

を 終了
しゅうりょう

される場合
ばあい

（９月
がつ

１日
ついたち

までに復職
ふくしょく

される場合
ばあい

）であれば、

認定
にんてい

内容
ないよう

（認定
にんてい

事由
じゆう

・認定
にんてい

期間
きかん

等
とう

）の変更
へんこう

や、

保育所
ほいくしょ

等
とう

の退園
たいえん

を求
もと

めないこととしています。 

・復職
ふくしょく

時期
じ き

について、必
かなら

ず就労先
しゅうろうさき

と調整
ちょうせい

してくださ

い。

・９月
がつ

１日
ついたち

までに復職
ふくしょく

される場合
ばあい

、復職
ふくしょく

時期
じ き

の決定
けってい

に

関
かん

する事前
じぜん

の区
く

役所
やくしょ

へのご連絡
れんらく

は不要
ふよう

です。 

・実際
じっさい

に復職
ふくしょく

された際
さい

には、就労
しゅうろう

証明書
しょうめいしょ

又
また

は復職
ふくしょく

証明書
しょうめいしょ

を区
く

役所
やくしょ

にご提
てい

出
しゅつ

ください。 

就労
しゅうろう

内定
ないてい

 

の方
かた

 

８月
がつ

31日
にち

までに就労
しゅうろう

を始
はじ

められる場合
ばあい

であれ

ば、認定
にんてい

内容
ないよう

（認定
にんてい

事由
じゆう

・認定
にんてい

期間
きかん

等
とう

）の変更
へんこう

や、保育所
ほいくしょ

等
とう

の退園
たいえん

を求
もと

めないこととしていま

す。 

・８月
がつ

31日
にち

までに就労
しゅうろう

を始
はじ

められる場合
ばあい

、就労
しゅうろう

開始
かいし

時期
じ き

の決定
けってい

に関
かん

する事前
じぜん

の区
く

役所
やくしょ

へのご連絡
れんらく

は不要
ふよう

で

す。

・実際
じっさい

に就労
しゅうろう

を始
はじ

められた際
さい

には、就労
しゅうろう

証明書
しょうめいしょ

を区
く

役所
やくしょ

にご提
てい

出
しゅつ

ください。 

求 職中
きゅうしょくちゅう

の方
かた

 

７月
がつ

末
まつ

まで（５月
がつ

末
まつ

、６月
がつ

末
まつ

までを含
ふく

む）に有効
ゆうこう

 

期間
きかん

の 終了
しゅうりょう

を迎
むか

える場合
ばあい

、「８月
がつ

31日
にち

まで」

認定
にんてい

の有効
ゆうこう

期間
きかん

を延長
えんちょう

します。 

・新
あたら

しい認定
にんてい

決定
けってい

通知書
つうちしょ

を順次
じゅんじ

お送
おく

りします。 

今
いま

しばらくお待
ま

ちください。 

≪参考
さんこう

≫ 原則的
げんそくてき

な取 扱
とりあつか

い 

  通 常
つうじょう

であれば、以下
い か

のとおりの取 扱
とりあつか

いとしています。 

● 育児
いくじ

休 業 中
きゅうぎょうちゅう

の方
かた

や就 労
しゅうろう

内定
ないてい

の方
かた

：利用
りよう

開始
かいし

月内
つきない

に育
いく

休
きゅう

終 了
しゅうりょう

（就 労
しゅうろう

開始
かいし

）することをお願
ねが

いしています。 

● 求 職 中
きゅうしょくちゅう

の方
かた

：認定
にんてい

期間内
きかんない

（３か月
げつ

以内
いない

）に就 労
しゅうろう

していただくことをお願
ねが

いしています。 



(2) 令和
れいわ

２年度
ねんど

の現況
げんきょう

確認
かくにん

について 

   今年度
こんねんど

に限
かぎ

り、保育
ほいく

の必要性
ひつようせい

に関
かか

わる 状況
じょうきょう

が変
か

わった方
かた

のみ、変更
へんこう

内容
ないよう

をお届
とど

けいただ

くよう、現況
げんきょう

確認
かくにん

の実施
じっし

方法
ほうほう

を変更
へんこう

します。（※詳細
しょうさい

は別途
べっと

チラシを配布
はいふ

します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当
たんとう

連絡先
れんらくさき

＞  

保育
ほいく

・教 育
きょういく

運営課
うんえいか

： 

【登
とう

園
えん

自粛
じしゅく

の要請
ようせい

について】及
およ

び 

【保育
ほいく

の意向
いこう

確認
かくにん

について】  671-3564 

【利用料
りようりょう

について】   671-0255 

【保育
ほいく

等
とう

の認定
にんてい

について】671-0253 

≪参考
さんこう

≫ 例年
れいねん

の実施
じっし

方法
ほうほう

 

  例年
れいねん

であれば、給付
きゅうふ

認定
にんてい

を受
う

けて保育所
ほいくしょ

等
とう

や幼稚園
ようちえん

等
とう

での預
あず

かり保育
ほいく

、認可外
にんかがい

保育
ほいく

施設
しせつ

等
とう

を利用
りよう

している全
すべ

ての方
かた

に、

毎年
まいとし

、保育
ほいく

を必要
ひつよう

とする状 況
じょうきょう

が継続
けいぞく

していることを確認
かくにん

するため、現 況
げんきょう

届出書
とどけでしょ

や就 労
しゅうろう

証明書
しょうめいしょ

等
とう

の提
てい

出
しゅつ

をお願
ねが

いし

ています。 


